
現在進行形の宇城市を知る
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令和8年度から  市税の毎月の支払額が変わります

標準準拠システムへの移行に伴い

な
ぜ
変
更
す
る
の
か

国
は
、
地
方
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
を

推
進
す
る
た
め
、「
自
治
体
デ
ジ
タ
ル
・

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン（
Ｄ
Ｘ
）

推
進
計
画
」を
令
和
２
年
12
月
に
策
定
。

取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
同
４
年
10

月
に
は「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
標
準
化
基
本
方
針
」を
閣
議
決
定
し

ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
市
町
村
に
納
め
る
税

金
な
ど
の
主
要
20
業
務
を
、
令
和
7
年

度
末
ま
で
に「
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
」と

呼
ば
れ
る
国
が
示
す
標
準
仕
様
に
適
合

し
た
も
の
へ
移
行
す
る
こ
と
を
、
法
令

で
義
務
付
け
ま
し
た
。

地
方
税
法
上
で
は
一
定
の
納
期
を
示

し
な
が
ら
も
条
例
で
異
な
る
設
定
が
で

き
た
こ
と
か
ら
、
市
で
は
集
合
税
方
式

を
取
っ
て
き
ま
し
た
が
、
令
和
8
年
度

か
ら
新
シ
ス
テ
ム
に
適
合
す
る
単
税
方

集合税方式から単税方式へ

　市では現在、市民の負担を平準化する
ため、年10回に均一に分けて市税を納付
する集合税方式を採っています。
　しかし、国が地方税法に基づく運用を
する新システムへの移行を義務付けたこ
とから、令和8年度以降、それぞれの税
の支払いを年間を通して4期に分ける単
税方式へ変更することを決定しました。

問 税務課（住民税） 　　　　　  ☎32ｰ1402

　 　　　（固定資産税) 　　　 ☎32ｰ1487

　 医療保険課（国民健康保険税） ☎32ｰ1417

集合税方式
市・県民税、固定資産税、国
民健康保険税で納税通知書や
納付書に3つの税をまとめ、
記載して送付する方式

単税方式
それぞれの税目ごとに納税通
知書や納付書を送付する方式

市税の支払方法

式
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

シ
ス
テ
ム
標
準
化
の
メ
リ
ッ
ト

❶
コ
ス
ト
削
減

機
能
の
標
準
化
で
自
治
体
ご
と
の
個

別
開
発
が
不
要
に
。
自
動
で
制
度
改
正

や
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
な
さ
れ
、
そ
の
都

度
改
修
を
行
う
手
間
も
解
消
で
き
ま
す
。

❷
デ
ジ
タ
ル
人
材
不
足
の
解
消

自
治
体
ご
と
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対

策
や
運
用
監
視
が
い
ら
ず
、
確
保
が
難

し
い
デ
ジ
タ
ル
人
材
を
自
治
体
内
に
配

置
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。ま
た
、

組
織
を
ま
た
い
だ
デ
ー
タ
連
携
を
進
め

や
す
く
な
り
、
自
治
体
職
員
の
業
務
効

率
を
高
め
ら
れ
ま
す
。

❸
住
民
や
企
業
の
利
便
性
が
向
上

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
や
様
式
が
統
一
さ

れ
、
自
治
体
間
で
同
じ
方
法
に
な
る
た

め
、申
請
者
が
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

❹
国
と
市
町
村
で
デ
ー
タ
を
連
携

国
が
提
供
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
一

元
管
理
す
る
の
で
、
国
が
市
町
村
に
照

会
を
か
け
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

❺
シ
ス
テ
ム
事
業
者
間
の
競
争
促
進

独
自
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る

現
行
の
シ
ス
テ
ム
で
は
他
へ
の
移
行
が

困
難
で
す
が
、
統
一
シ
ス
テ
ム
で
は
そ

れ
が
容
易
に
な
り
、
事
業
者
間
で
の
適

切
な
競
争
が
促
進
さ
れ
ま
す
。

このように変化このように変化このように変化このように変化このように変化このように変化このように変化このように変化
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令和8年度以降

納付額のイメージ

Case 1Case 1Case 1Case 1Case 1Case 1
　　　ー　　　ー宇城 太郎さん宇城 太郎さん宇城 太郎さん宇城 太郎さん宇城 太郎さん宇城 太郎さん宇城 太郎さんーー

■ 住民税　　　　　14 万円 住民税　　　　　14 万円
■ 固定資産税　　　 8 万円
■ 国民健康保険税　10 万円
　　　　　　　 計　32 万円　　　　　　　 計　32 万円

Case 2Case 2Case 2Case 2Case 2Case 2
　　　ー宇城 花子さんーー宇城 花子さんーー宇城 花子さんーー宇城 花子さんーー宇城 花子さんーー宇城 花子さんーー宇城 花子さんーー宇城 花子さんーー宇城 花子さんー

■ 住民税　　　　　 0 万円 住民税　　　　　 0 万円
■ 固定資産税　　　32 万円
■ 国民健康保険税　 0 万円
　　　　　　　 計　32 万円　　　　　　　 計　32 万円

Case 3Case 3Case 3Case 3Case 3Case 3
　　　ーー宇城 次郎さん宇城 次郎さん宇城 次郎さん宇城 次郎さん宇城 次郎さん宇城 次郎さん宇城 次郎さんーー

■ 住民税　　　　　22 万円 住民税　　　　　22 万円
■ 固定資産税　　　 0 万円
■ 国民健康保険税　10 万円
　　　　　　　 計　32 万円

R7年度までは

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を住民税・固定資産税・国民健康保険税を

集合税方式で集合税方式で集合税方式で集合税方式で集合税方式で集合税方式で集合税方式で

年間年間年間323232万円万円万円 支払っている支払っている支払っている支払っている支払っている支払っている支払っている

宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、宇城 太郎さん、宇城 花子さん、
宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合宇城 次郎さん  の場合

65,000円65,000円65,000円65,000円

45,000円45,000円45,000円45,000円

10,000円10,000円10,000円

80,000円80,000円80,000円80,000円

20,000円20,000円20,000円20,000円

30,000円30,000円30,000円

固
定
資
産
税
第
１
期

住
民
税
第
１
期

固
定
資
産
税
第
２
期

住
民
税
第
２
期

国民健康保険税 第1～10期（今まで通り）

固
定
資
産
税
第
３
期

住
民
税
第
４
期

固
定
資
産
税
第
４
期

住
民
税
第
３
期

☆ ☆ ☆ 住民税住民税住民税住民税住民税と固定資産税は、と固定資産税は、と固定資産税は、と固定資産税は、と固定資産税は、
　 　 納付月納付月納付月が変わり、 が変わり、 が変わり、 が変わり、 が変わり、 
　 　 納付回数納付回数納付回数納付回数がそれぞれ4回にがそれぞれ4回にがそれぞれ4回にがそれぞれ4回に

☆ ☆ ☆ 国国国民健康保険税は、納付回数・民健康保険税は、納付回数・民健康保険税は、納付回数・民健康保険税は、納付回数・民健康保険税は、納付回数・民健康保険税は、納付回数・
納付月共に納付月共に納付月共に納付月共に納付月共に変更はありません変更はありません

6月～翌3月まで 32,000円ずつ10期で支払い

pointpointpoint

32,000円

R8年度以降

10,000円10,000円10,000円

32,000円

1回の支払い額がそれぞれ変わります

※年間の税額は変わりません。


